
  

 

 

 

 

 

 

   キ ラ リ と 光 る あ な た の 銀 行  

2020 年 3 月 3 日  

 

三重県松阪市京町 510 番地 

株式会社 第 三 銀 行 

 

「健康経営優良法人（大規模法人部門）2020」の認定について  

 

第三銀行（頭取 岩間  弘）は、2020 年 3 月 2 日（月）、経済産業省および日本健康会

議が実施する「健康経営優良法人認定制度（※1）」において、「健康経営優良法人（大規

模法人部門）2020」として認定されましたので、下記のとおりお知らせいたします。  

 

記  

 

当行では 2019 年 7 月、役職員とその家族の幸福な生活、および活気ある職場作りのた

めに役職員の健康の保持・増進を図るための体制整備（※2）を実施し、長時間労働の是

正、年次有給休暇の取得率の向上などに取組み、ワークライフバランスを推進するととも

に、定期健康診断やストレスチェック制度などの実施を通じ、当行で働くすべての役職員

の健康の保持・増進、メンタルヘルス不調の未然防止および仕事と治療の両立支援に取り

組んでおります。  

今般、役職員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する当行の「健康経営」

の取組みが、健康経営優良法人認定制度において所定の基準を満たし、優良であると評価

いただいたものと認識しております。  

今後もこうした取組みをより一層推進するとともに、地域社会の多様なニーズに対して、

的確なソリューションを提供するなど地域経済の発展に貢献してまいります。  

 

※1 ･･･ 地域の健康課題に即した取組みや日本健康会議が進める健康増進の取組みをもと

に、特に優良な健康経営を実践している法人を顕彰する制度です。これらの法人

を「見える化」することで、従業員や求職者、取引先企業などから「従業員の健

康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取組んでいる法人」として社会的に評価

を受けることができる環境を整備することを目的として創設されました。  

 

※2 ･･･ 当行ホームページ（「第三銀行について」のページ）をご参照ください。  

      (https://www.daisanbank.co.jp/about/) 
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以上 
 

[お問い合わせ先 ] 

担当  
人事総務部  有瀧  0598-25-0385 

総合企画部 広報課  須賀  0598-25-0363  
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